
スピードスプレヤー等の導入支援事業
の４次募集を行います！

・農業者で組織する団体が、スピードスプレヤー、貯水槽、揚水・配水用機械
器具を導入する経費の一部を補助します。

◎ 支 援 内 容

🍎 裏面に続きます 🍎

①の場合 申請時点で全員が収入保険又は果樹共済に加入していること

②の場合 産地の保全・維持活動（裏面参照）のうち一つ以上を選択して実施すること

◎ 要 件

令和４年１０月１１日（火）から１１月３０日（水）まで

◎ 募 集 期 間

令和４年９月２８日時点版

◎ 拡 充 内 容

◎補助率（上限額）

・補助率：２０％以内

・上限額

①の場合、１４０万円

②の場合、１００万円

◎補助率（上限額）

・補助率：２０％以内
・上限額：１４０万円

◎対象者

①団体に所属する方全員が、申請
時点で収入保険又は果樹共済に
加入済みの団体

②上記以外の団体

◎対象者

・団体に所属する方全員が、収入保険
又は果樹共済に加入する団体

R３

R４

・公募期間中に申込のあった団体の中から、予算の範囲内で、①の団体を優先的に採択後、
②の団体のうち収入保険又は果樹共済の加入率が高い順で採択します。

◎ 採 択 方 法



（１）剪定の応援
・剪定を実施することが困難な園地での作業を協力して
行うこと。

（２）放任園における伐採等
・放任園から発生するりんご黒星病等のまん延を防止するため、
放任樹の伐採、抜根などを実施すること。

（３）狩猟免許の取得
・りんご園等を有害鳥獣から守るため、狩猟免許の取得又は
弘前市鳥獣被害対策実施隊に加入すること。

（４）冬期間の農道除雪
・剪定や雪害対策作業に支障なく取り組むことができるよう、
農道除雪を実施すること。

（５）キャビン型スピードスプレヤーの導入
・安全に防除作業を実施するため、本事業でキャビン型の
スピードスプレヤーを導入すること。

※農研機構の安全性検査または安全鑑定を受けた機種に限る

※収入保険又は果樹共済の未加入者を含む団体が、
補助申請する場合には、上記（１）～（５）の取組を
一つ以上実施することを要件とします。

問合せ先：農林部りんご課生産振興係
電話番号：0172-40-7105

産地の保全・維持活動とは・・・

事業の詳細について

事業の詳細については、以下のリンクかＱＲコードからご確認ください。
＜市のＨＰ＞
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/2022-0217-1623-37.html

＜QRコード＞

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/2022-0217-1623-37.html

